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第24回　資生堂児童福祉海外研修実施要綱

1．目　　的
児童福祉施設の中堅幹部職員を対象に、福祉先進国の福祉情報、専門知識、処遇技

術、施設の運営形態などの研修に加え、広く訪問国における人々との交流を通して、

参加者の幅広い人間形成と資質の向上を図り、将来の児童福祉界を担う人材の育成

を目ざす。

2．主催財団法人資生堂社会福祉事業財団

3．後　　援　　厚生省、全国社会福祉協議会

4．研修テーマ　「地域社会が求める福祉サービスのあり方」について

5．研修内容　イギリスにおける

　　　　　　（1）現在の児童、家庭福祉政策に関する概要

　　　　　　（2）児童、家庭に対するサービス機関の現状

　　　　　　（3）施設と地域社会の関係について

　　　　　　（4）児童の権利保障について（決定参加権、意見表明権）

　　　　　　（5）児童虐待と保護体制の現状について

　　　　　　（6）里親制度の現状について

　　　　　　（7）ソーシャルワーカーの専門性と育成について

6．研修先　イギリス（バーンズリー、スウィンドン、ロンドン）

7．実施時期　1997年9月29日（月）～10月11日（土）（13日間）

8．派遣人員 14名　　団　員　12名（団長以下12名）

　　　　事務局　2名

9．推薦要件

　①過去に他財団、団体の主催する同類の海外研修に参加していない者。

　②職務経験年数が5年以上で年齢が45歳以下の者。（97－4－1現在）

　③日常児童の処遇に真剣に携わり、本テーマによる研修について高い関心を持ち

　　強い意欲と責任感のある者。

　④心身ともに健康で長期にわたって児童福祉に貢献できる者。

10．研修報告書の作成及び発表

　　①研修団は、報告書を所定の期日までに作成し主催者に提出する。

　　②それぞれの協議会等の主催する研修会等において、研修結果の報告を行う。
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あ　い　さ　つ

全国養護施設協議会

会長　谷松　豊繁

　財団法人資生堂社会福祉事業財団のご厚志により、本年（平成9年）10月、昨年に

引き続き実施されました第24回資生堂児童福祉海外研修に養護施設職員をはじめ、全

国の児童福祉施設職員に参加の機会を与えていただきましたことを心から御礼申し上

げます。

　戦後間もなく児童福祉法が制定されて、平成9年は50周年に当たっておりますが、

6月には、児童福祉法等の一部改正が行われ、平成10年4月1日から施行されますこ

とは、既にご存じのとおりであります。

　養護施設も「児童養護施設」に名称が変更され、機能面でも「児童の自立を支援す

ること』が明文化されますとともに「虚弱児施設」が児童養護施設に移行となります。

さらには、「児童家庭支援センター（第2種社会福祉事業）」の創設など、r相談・援助

機能」の充実もうたわれております。

　一方、社会・経済情勢の変化の中で、児童や家庭を取り巻く環境、特に、児童をめ

ぐる新たな福祉ニーズも複雑かつ多様化しており、これらの新たなニーズに的確に対

応するためには、児童福祉施設の職員研修の、より一層の充実と、児童福祉の現状等

に対する「国民の正しい理解と協力』が最大の課題ではないかと感じているところです。

　全国養護施設協議会といたしましても、各児童福祉施設種別協議会との連携を強め

ながら、21世紀を担う子どもたちの「最善の利益」を確保しつつ、職員研修の充実を図

るために全力で傾注してまいりたいと考えている次第です。

　これらを踏まえて、第24回海外研修が福祉先進国であるイギリスの福祉実践の現場

を訪問して実施されましたことは、今後のわが国の児童福祉を考えるうえで、大変時

宜を得たものであったと思います。

　本研修の企画・実施から、報告書の作成に至るまで事務局としてお世話いただきま

した資生堂社会福祉事業財団の皆様、さらには研修の内容充実のためにご配慮いただ

きました厚生省の関係者の皆様にあらためて感謝申しあげますとともに、本研修が引

き続き児童福祉施設職員にとって実り多い機会として、今後の児童の福祉と健全育成

に一層寄与してまいりますよう祈念いたしまして、お礼のご挨拶とさせていただきます。
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団　長　報　告

　　旭が丘学園

園長　菅原　昭

　第24回資生堂児童福祉海外研修団の出発にあたり、㈱資生堂福原会長、厚生省渡辺

家庭福祉課長、全国養護施設協議会谷松会長、全国社会福祉協議会児童福祉部上岡副

部長のご列席のもとで結団式を行い、去る9月29日に今回の研修地である英国に向け

て出発いたしました。

　成田空港を飛び立ち、シベリア上空にて乗客の一人が身体の不調のためその日は成

田空港に引き返し翌日出発というアクシデントはありましたが、全員元気で10月11日、

すばらしい研修を受けて、心身共に充実感にあふれて帰国いたしました。改めて研修

団員を代表して資生堂社会福祉事業財団と我々を研修に送り出してくれた皆様方に衷

心より感謝と御礼を申し上げます。

　一日余裕を持って行動できる予定が前記のようなことでつぶれてしまい、到着した

翌日から早速研修が開始されました。外国で研修する場合通訳の良否が大きく影響し

ますが幸いにも素晴らしい方に恵まれ、相互の意思の疎通が正確に行われより学習効

果を上げることができたと思います。

　さて、研修先のそれぞれの内容については団員の皆さまの報告に期待することとし、

私は全般的な状況について大まかになりますが報告いたします。

　最初の訪問地である英国中部の元炭坑の町バーンズリー市では、町をあげての歓迎

でバスの到着を市の職員数名が待ち受けていてくれ、そのBから5名の職員は我々が

町を離れるまで24時間体制で寝食を共にしながら世話をしてくれました。

　また、市長主催の歓迎レセプションでは次期市長を始め、市議会議員、市職員など

が多数が参加し、市議会議場での挨拶の交換と共に市の小・中・高生によるブラスバ

ンド隊の演奏までついて、予想を上回る歓迎に気分も高揚といったところでした。

　それだけに研修は、バーンズリー市議会の福祉部長が、この町を研修に選んだこと

は正解だと研修初日の挨拶で話されたが、その意気込みそのままにメニューがびっし

りと組み込まれ、研修はタイムキーパーつきで行動するハードなものでした。

　バーンズリー市においては、行政側から福祉サービスの説明と各種施設訪問が行わ

れました。後に訪問したロンドンのクロイドン区でも同じでしたが、福祉サービスは

1989年に制定された「児童法」が基本で、地方自治体がサービスの実行といった構図

になっており地方により、また自治体により相当の独自性がある。言い換えれば独自

性を持った内容となっているということです。

　特に児童養護に関しては全国的に、里子が主体に考えられており施設的なものにつ
8



いては5～6名のグループホーム的な形で考えられており大規模な施設はないとのこと

でしたが、情短及び教護が合わさったような大規模な施設は全国に数カ所あり、入所

児童は全国から集まるとのことでした。

　しかし、このような考え方の根底には施設収容は金がかかる（児童一人の一年間の

保護委託費は£55．000　＝約1，100万円）ということで、福祉にも市場経済原理の導入とい

うこともあり福祉と経済の関係はますます重要視され厳しさが増してくることが予想

され、里親も含めて在宅福祉志向の陰には金のかからない方策の選択の比重が高い感

じがすることも否めない事実と思います。

　また、子どもの犯罪の多発・凶悪化もどこも同じような傾向にあり、「子どもに権利

を与えすぎた」という発言や司法上の刑罰強化ムードがあるということからも、日本

同様に児童問題の複雑さが予測されるところです。

　外国のことを研修等で勉強する際、「その国を理解すること、日本人としての考えを

基本において考え比較したりしたのでは理解ができないこと、この国はそうなんだと

いうことで余計なことは考えずに単純に思い込むことが大切である」ということを通

訳の方が何度も話されましたが、戦後今まで自分の仕事を通して、また、社会のムー

ドとしても外国ではこうだ、先進国ではこうだ、こうしているという話がいかにも天

の声のように思わされてきた者にとって、考え方を改める必要がある時期でもあり、

私もこのお話は外国のことを研修・学習する者にとって非常に大事なポイントである

と思います。

　言い換えれば、外国でどんなに良いと思われることでも、それはその国で良いこと

であって日本の国ではそのまま利用、活用できるものではありません。いまさらとい

う感じもありますが、日本人の単なる猿真似、舶来崇拝に対する皮肉にも聞こえまし

た。

　EU全体から眺めた英国についての話が研修の最後にあり、英国人は変わり身が早い

ということがその中にありました。問題への対応の早さと同時に自分のこととして考

え、独自の内容を持った方策で進展させることが先進国といわれるゆえんかなとも感

じられ、福祉の変革がいわれている日本も、経済との関係は当然切り離しできないと

しても児童の健全育成に必要な経済的投資と人的配置は十分に考えられた先進国にな

ってほしいものと期待し、報告といたします。

9



10

事　務　局　報　告

資生堂社会福祉事業財団

　常務理事　申川　泰輔

　今回は児童福祉の分野で進んでいるといわれるイギリスで「地域社会が求める福祉

サービスのあり方」をテーマに研修を実施した。一力国で集中的に研修するのは過去

23回の海外研修を通して初めてのことである。イギリスでの児童福祉サービスを体系

的に捉えることに主眼をおいた。イギリスの福祉に造詣の深い佛教大学の津崎教授に

プログラム作成から研修報告書の作成に至るまでご指導をいただいた。お陰様で大変

充実した研修となった。

　研修は大きく二つの観点からおこなわれた。第一点は、人口22万人の地方都市バー

ンズリー市において一地方自治体の児童福祉行政を体系的に捉えようという試みであ

る。第二点は、ロンドン周辺の児童福祉の実情を掌握することにより、二つの観点の

整合性を確認することである。その結果、イギリスでは報告書にも示しているように

複雑なシステムを巧妙に運用して成果を上げていることが分かる。

　今回の研修ではバーンズリー市が我々研修団の受け入れに大変好意的であったこと

である。市長主催の歓迎レセプションがあったり、地元新聞に我々研修団の訪問が報

ぜられるなど、市をあげての歓迎に大変感激をした。

　また、イギリスの奥深く入り込んだこともあり、イギリスの素晴らしさを団員一同

肌で感じた。イギリスがこんなに広い平原であるとは…。見渡す限り、青々とした牧

草地そして穀倉地。そして、きれいな町並み。シェイクスピアの故郷…ストラットフ

ォード・アポン・エイボン。風呂の語源ともなったローマ風呂のあるバース。巨大遺

跡のあるストーンヘンジ。イギリス最大の尖頭を持つ大聖堂のあるソールズベリ。学

生の町…オックスフォード。首都ロンドン。イギリスの自然と文化を知る旅でもあっ

た。

　バーンズリーでのサヨナラパーティーでは団員が「折り紙の実演と宇和島踊り」を

披露し、イギリス人も一緒になっての異文化交流をおこない、最後は全員で“蛍の光’

を歌って別れを惜しんだ。

　出発の飛行機が乗客のエジプト人が暴れだしたことから、ロシァ上空でUターン、成

田に戻り、一日遅れの出発となるハプニングはあったものの、13日間にわたる研修を

無事終え、全員元気に帰国した。

　最後に、今回の研修にあたりご支援、ご協力いただいた関係各位に心よりお礼申し

上げる次第である。



第24回　資生堂児童福祉海外研修スケジュール

月　日（曜） 時　間 日　　　　程

9／29（月） 11：30 東京（成田）発　BAOO6

15：00 緊急事態発生のため（機内に急病人が出た）、シベリア上空

から成田へ引き返す

16：20 成田着、成田ビューホテル泊
一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一＿一＿＿r－＿　1－　r－一｝一一’一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　一一一一P←’一←←一一一一一’⌒←一

9．／30（火） 9：20 東京（成田）発　BAOO6

12：40 ロンドン着

15：30 ロンドン発　BA1402

16：40 マンチェスター着
17130 マンチェスター発（バス）

19：10 バーンズリー着

19：30 打合せミーティング（於　ホテル）
⌒一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 ＿＿＿一｝A㎡〒一→一一’一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　一一一一一一一一一一’一一一一一｝一一一一

10／1（水） 8：55 ホテル発

9：00 プライオリーキャンパス着

・開会　バーンズリー市社会福祉協議会長

・ 歓迎の辞　バーンズリー市副議長

・ 答　礼　菅原団長

・ バーンズリー市の概要、社会福祉状況の案内

・ 日本の社会福祉状況の案内　虹釜

12：00 （昼　食）於　プライオリーキャンパス

12：45 プライオリーキャンパスの案内

［Aグループ］

13：30 ・ Barnardos　P亘ory　Centre　訪問

（バーナード・プライオリー家庭支援センター）

［Bグループ〕

13：30 ・ Lundwood　ChUdren　and　Families　Team　訪問

（ランドウッドソーシャルワーカー事務所）

15：00 バスでバーンズリー市内見学

17：00 ホテル着

18：45 ホテル発

19：00 市役所レセプションホール

19：10 ・バーンズリー市長　歓迎の挨拶

19：20 ・ 菅原団長　答礼

・ 中川常務理事　挨拶

19：30 立食のサパーレセプション

21：00 ホテル着
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月　日（曜） 時　間 日　　　　程
10／2（木） 8：55 ホテル発、Hoyland　Town　Ha皿へ

9：30 ・ The　Fostering　and　Adoption　Ser柄ce訪問

（里親と養子縁組のサービス）

［Aグループ］

10：30 ・ Hoyland　ChUdren　and　Fam狙es　Team　訪問

（ホイランドソーシャルワーカー事務所）

［Bグループ］

10：30 ・ SummerweU　ChUdren‘s　Resource　Centre　訪問

（サマーウェル児童リソースセンター）

12：15 （昼食）於Wentworth

［Aグループ］

13：45 ・ Keresfbrth　Ch皿dren’s　Unit訪問

（ケレスフォース児童施設）

［Bグループ］

13：45 ・ John　Street　Ch丑dren’s　Resource　Centre　訪問

（ジョーンストリート児童リソースセンター）

15：45 ・ The　Registra目on　and　hlspection　Unit訪問

（児童福祉施設監査機関）

17：00 ホテル着

18：00 MeadowhaU　Shopping　Centreでショッピング
一一⌒一一一⌒一一一 一一一’一一一一　 　　　一一一一一⌒一一⌒←一一一’一一一一一　｝一一一一一一一一一　一一一一一一一一⌒一一一一一一一一一一一一一｝　＿1

10／3（金） 8：45 ホテル発

9：00 バーンズリー市役所

9：15 ・ 児童と家族に関する法的背景について

ll：oo ・ Chamtec　Day　Nursery（保育所）訪問

12：00 （昼食）

Metrodome見学（市営のスポーッ施設）

13：30 ・ Barnsley　District　General　Hospita1－Mental　Health　Services

（バーンズリー総合病院精神衛生サービス部）訪問

15：00 ・ The　ChUd　Protec60n　Unit（児童虐待防止サービス部）訪問

17：30 ホテル着

19：00 ホテル発

19：30 Wortley　Ams着（地元のパブ）

・ お別れパーティー
一一一一一〉一一｛一 一一一n－一一一一 一一一一一一一一⌒一一一→一“A｝一一一一一一一一一一一一一一一一一A一一⊥一一←＿一一π＿〔r＿＿＿一＿＿＿＿＿一一一

0／4（土） 9：00 バーンズリー発　goodbyesバーンズリー1

ストラットフォード・アポン・エイボン経由ブリストルへ

17：00 ブリストル着
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月　日（曜） 時　間 日　　　　程
10／5（日） 9：00 ブリストル発

バース、ストーンヘンジ、ソールズベリ経由スウィンドンへ

17：00 スウインドン着
一一　　一一　一｝一 一一1　一一→－P 一’一’一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　一一－一一一一　曽　一　一←“A“　“一，”一一一⌒一一”≡一⇒

10／6（月） 9：00 The　Cotswold　Community　訪問

（情緒障害児治療施設）

15：00 スウインドン発オックスフォード経由ロンドンへ

19：00 ロンドン着
一一一一一一一一一一 一一一　一｝－－一 一　一一→一一一’一一⌒一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　一　一一一一　一一　一一一一　一　一一1一一一　一一

10／7（火） 9：30 クロイドン区社会福祉部　訪問

9：30 ・ 福祉部長による歓迎挨拶とオリエンテーション

9：45 ・ 現在のイギリス児童家庭福祉サービスの体制について

10：45 ・ 現在の児童福祉法、青少年司法について
lll30

・ ディスカッション

12：00 （昼食）

13：15 ・ Kingsdown訪問（キングスダウンー時保護、養護施設）

14：15 ・ Addington　Day　Care　Centre訪問（アディングトン保育所）

15：00 ・ Addington　District　Social　Work　Of丘ce訪問

（アディングトン地区ソーシャルワーク事務所）

15：45 ・ Play－Plus訪問　（ボランティアによる放課後児童の健全育成施設）

17：00 ・ ディスカッション
（終了）

一一一一一一一一一一 一一一一一一一←一 一一一▽一一一⌒一一’一一一一一⌒一一一一一一一一一一一一一一一一一一　一　＾一一一一｝一一一㎡一一，｝一一→｝一｝一一

10／8（水） 9：30 The　Who　Cares？Trust訪問

9：30 ・ The　Who　Cares？Trustの紹介

10：15 ・ 子どもの意見表明権・決定参加権について

12：30 （終了）

NCH　Action　for　Childrenへ出発

13：00 NCH　Action　for　ChUdren　訪問

（昼食）歓迎の挨拶

14：00 ・NCH　Action　for　ChUdrenの歴史と文化

15：00 ・ 21世紀への戦略的方策について

15：30 ・クライアント主体のサービスについて（施設型と地域社会型）

16：30 ・ EUにおける社会福祉事業の概況

17：00 ・ 質議応答

17：45 （終了）

一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一　一一一一－一一一一｝－w一一輌一一一AA－，一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　一一　　一一　一

10／9（木） ・ ロンドン観光と自由行動

　一一一一一一一一一 一一一一｝一’一一 一⌒一一⌒一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一　｝一一一一〔一一一一一一≡一一一一一一一一一一一一一一一
10／10（金） 13：30 ホテル出発

16：30 ロンドン発　BAOO7
一一一一一一一一一一 一一一一一一一　一 一一一　一一1　｝一一一〔一一一←一一一一一一’一｝一一一一一一一一一一一一一一一一　一一一一一一一一　一一一一一一一　
10／11（土） 12：10 東京（成田）着

・ トランジットエリアで研修終了のミーティング

空港で解散
13
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≡　イギリスの児童福祉制度の枠組み

　　　1989年児童法
　　　（The　Children　Act　1989）

1．児童法の概要

　児童法は、イギリス’iにおける児童と

家庭に関する福祉の基本をなす法律で、

1989年に超党派的な賛成を得て制定され、

1991年10月に施行された。成立までに8

年から9年の歳月を要したようだが、十

分な現場の調査を行い、社会福祉関係者

の意見や従来の研究成果に基づく考え方

も採り入れてあり、極めて実践的な法律

である，また、従来、児童に関する法律

は、不統一で複雑だったが、それらを一

本にまとめ上げたともいえる、、

児童法は、0歳から17歳までの子どもを

対象としている。12部108条で構成されて

おり、その特徴としては、以下の点があ

げられる，

バーンズリー市役所で1989年児童法の説明を受ける。

川　公法（児童福祉法）と私法〔民法）

　　が統合されていること、t

　地方自治体による子どもの福祉に関す

る権限や義務や責任に関する事項と、親

などによる子どもの監護責任に関する事

項が、同じ法律によって規定されている

ため、両者の関係が明確で、調整を図る

ことが容易になっている，

［L））　「子どもの福祉」を裁判所の判断にお

　　ける至高の考慮事項としていること。

　「子どもの福祉」という大原則を示し、

さらに「子どもの福祉」の内容の具体的

な判断基準を明示したり、チェックリス

トを定めたりしてあり、子どもの側に立

った判断がなされるようになっている，，

また、手続きの遅延が子どもの福祉を害

する危険性があるため、遅延を無くすよ

う裁判所がタイムテーブルを作成するこ

とも規定されている．

（3）　「親責任」（Parental　Responsibility）

　　を強調し、公的介入を最低限に抑制

　　すること。

　「親責任」とは、「法により子の親が子

及びその財産に関して有しているすべて

の権利、義務、機能、責任及び権威」と

されている．イギリスでは、子どもを

「親の所有物」と捉える考え方から、今世

紀に入って「親の権利」、「親の義務」と

いう考え方に移行し、1980年代になって、

「親の責任」が問われるようになってきた。

「親責任」を規定する児童法の下では、家

庭への公的機関の介入はできるだけ避け、

公的介入は、子どもを保護する必要のあ

る場合に限定される。しかし、介入が必

要な場合には、裁判所のケア命令により、

（注にの報告書で「イギリス」という場合、特に断りのない限り、インクランド及びウエールズのことを指す，



地方自治体にも「親責任」が発生し、確

実・迅速に介入することになる。また、

地方自治体は、通常の家庭の営みがなさ

れるように、親や家族との「パートナー

シップ」に基づいて、家庭を支援するこ

とが最も重要であるとされている。

（4）その他、初めて障害児を認めた法律

であること、地方自治体が介入する場合

には、人種や文化的背景、言語等を考慮

しなければならない旨初めてうたった法

律であること、子や親が正式に不服を述

べる方法が定められていること、地方自

治体が効率よく社会福祉サービスを提供

するために、関係機関が地方自治体に協

力すべきことを定めていること、などの

特徴もある。

　児童法は、国連の「子どもの権利条約」

の内容を十分考慮して作られており、そ

の内容を満たしていると考えられている。

児童法は、施行から約6年が経過したが、

実務家から見ると、総体的に良い法律で

あるという。ただし、子どもに対する当

然のサービスが財政不足から提供できな

い面があること、裁判所が関与するケー

スは、複雑で、関係者も多数いるため、

結果的に時間がかかってしまいがちであ

るなどの現実的な問題は残っているよう

である。

2．嘩によるf購《Fa符樹y
　SUPPQtt）」と地方i自治体鑛任

　家庭内での虐待等のリスクを予防し、

子どもをできる限り親元で生活させると

いう児童法の基本的考え方を実現するた

めに、地方自治体は、「要保護児童」の家

庭の機能を維持し、家庭内の長期的なリ

スクを取り除いていくよう、種々の「家

庭支援（Farnily　Support）」を提供するこ

とが義務づけられている。

　「要保護児童（Children　in　need）」と

は、地方自治体によるサービスの提供が

なければ、相当な水準の健康もしくは発

達が見込めない子ども、サービスがなけ

れば健康もしくは発達が重大に害される

かそのおそれのある子ども、または、障

害児を指している。地方自治体は、そう

いった子どもを「登録」し、子どものニ

ー ズを特定・認定して、虐待等を防止す

るために子どもや家族に指導、助言、相

談等を行うこととされている。

　児童法では、家庭支援の具体的方策と

して、ファミリーセンターの設置、5歳

以下（就学前）の子どもに対するデイケ

アの提供（第18条1項）、通学している子

どもに対する学校時間外や休Bの監護そ

の他の活動の提供（第18条5項）、アコモ

デーション（宿所）の提供（第20条）な

どを規定している。これらの援助を与え

ても親元で生活させるのが困難なケース

もあるし、親からの相談により地方自治

体が子どもを一時的に児童ホームや里親

で預かることもある。そのような場合に

も、子どもや親の希望や感情を考慮しな

がら調整することが義務づけられている。

　一方、地方自治体に対して、家族、病

院、学校等から、ある家族への援助の希

望が出された場合、地方自治体は、子ど

ものニーズを積極的に探って認定する責

任が生ずる。その場合、地方自治体の社

会福祉部に属するソーシャルワーカーは、
t5
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学校や病院、警察等の関係機関と連携を

取って情報を収集し、子どものニーズに

関する評価を行う。家庭に介入すること

は簡単なことではないが、ソーシャルワ

ー カーは、介入が必要な場合には、児童

法にうたっている「親とのパートナーシ

ップ」を基本にしながら、子の福祉に重

点を置いて援助していく。介入の必要が

あるにも関わらず、親の強い拒否により

介入が困難な場合には、裁判所の命令を

得て、警察の協力のもとに介入すること

もある。

　また、地域には家庭支援のためのファ

ミリーセンターが設置されており、ソー

シャルワーカーが、親に子育てスキルを

指導したり、子どもの問題行動に対する

相談・助言を行ったり、話し相手のいな

い親に話をする機会を提供したりしてい

る。さらに、特別の施設で、心理療法の

必要な子どもや薬物依存の子ども、暴力

的な子どもなどに対するカウンセリング

を行ったりもする。

これらのサービスは、すべて地方自治体

が提供するわけではなく、民間団体のボ

ランティアに依頼することもあるし、地

方自治体が一企業にお金を払ってサービ

スを提供してもらうこともある。

バーンズリー市役所にて。

3．児童法｛こよる『子どもの虐特防止（Child

　　Pπ｝tection）jと地方自治体の責任

　児童福祉における地方自治体の責任に

おいて、最も重要なのは、「子どもの虐待

防止」である。児童法は、第5部で「子

どもの虐待防止」について規定し、家庭

できちんと育てられていない子どもに対

して地方自治体がなすべきことを定めて

いる。「子どもの虐待防止」は、早く介入

しすぎて悪化させてもいけないし、介入

が遅れて子どもが死亡するなどといった

事態が生じることも避けなければならず、

非常に微妙な問題である。

（1）地方自治体の調査義務

　まず、子どもが家庭内で重大な害を受

け、または、受けるおそれのある場合に

は、地方自治体は必要な繭査を行う義務

が課せられている（第47条）。調査は、親、

子ども自身、警察、教師、Pt，，」、保健婦

等から、子どもが危険な状態にあるとの

情報提供がされることにより開始される。

情報は、両親自身が精神的に追い込まれ

て連絡してくることもあれば、祖父母や

叔父叔母などの親族、近隣の住民、匿名

での通報などで得られる場合もある。情

報の内容は、身体的虐待、性的虐待、心

理的虐待、ネグレクトなど多岐にわたる。

そのような情報に基づいて、ソーシャル

ワーカーが、子どもに危害が加わったの

か、危害が加わる危険性があるのかとい

ったリスクの調査を行う。調査は、地方

自治体が定めるプログラムに従って行わ

れ、その過程で警察や学校や病院などの

関係機関の協力と連携をもって行うこと

が必要になるが、ソーシャルワーカーが



機関間の調整を行うことになる。

　調査の結果、家庭に虐待等のリスクが

あると認められた場合には、児童虐待の

予防と再発防止のために、リスクのある

家庭の児童を地方自治体が「登録」し、

必要な措置（子どもの保護手続や家族支

援の提供など）を行うことになる。

（2｝緊急保護命令の申請

　調査の結果、家庭内で危険な状態と判

断され、児童ホームに入所させて保護す

るのが相当である場合には、親の同意を

得て児童ホームで保護する。しかし、親

が児童ホームへの入所を反対している場

合には、裁判所のケア命令により措置す

ることになる。地方自治体は治安裁判所

（Magistrate　Court）に、まず、「緊急保

護命令（Emergency　Protection　Order）」

を申請する。休日や夜間などの時間外に

緊急に保護する必要が生じた場合には、

警察が対応する。

　緊急保護命令が出されると、地方自治

体は、8日間（1回に限り、さらに7日

間延長することができる）子どもに居住

場所を提供して保護することができる

（第44、45条）。ほとんどの場合には、緊

急保護命令が出ることになるが、まれに

裁判所から「児童アセスメント命令

（Child　Assessment　Order）」（第43条）が

出ることがある。その場合、地方自治体

は、心理学者や医師の協力を得て、子ど

もの身体的、精神的な状況を調査するこ

とになる。

（3｝ケア命令またはスーパーヴィジョン

　　命令の申請

　子どもの緊急保護中に、地方自治体が

家庭の状況を調査し、保護期間終了後も

子どもを親元に帰すと危険があると判断

された場合、裁判所に「ケア命令」また

は「スーパーヴィジョン命令」を出すよ

う申請する（第31条）。地方自治体がケア

命令またはスーパーヴィジョン命令を申

請しても、裁判所の判断で、別の命令が

出ることがある。1989年以前、裁判所は

ケア命令またはスーパーヴィジョン命令

を出すか、もしくは、審理しないという

判断しかできなかったが、1989年児童法

により、裁判所は、交流命令（Contact

Order）、禁止命令（Prohibited　Order）、

居所命令（Residence　Order）、特定事項

命令（Spechic　Issue　Order）等の他の命

令も出すことが可能となり（第8条）、そ

れによって、たとえば、子どもを祖父母

のもとで育てさせ（居所命令）、親がそこ

で子どもと接触を図る（交流命令）とい

った命令がなされるようになった。

　裁判所にケア命令またはスーパーヴィ

ジョン命令を申請するには、親と地方自

治体との意見が食い違っただけでは足り

ず、子どもがかなり深刻な被害を被って

いる、または被るおそれがあるという状

況がなければならない。この種の命令を

申請する場合、地方自治体は、子どもの

状況報告、家族の状況の総括的評価を裁

判所に提出する。子どもの育て方が分か

らない親のもとで育てられたようなケー

スで、ソーシャルワーカーでは判断でき

ないほど子どもが心に傷を負っている場

合には、親の子育て能力が改善するもの

かどうかの判断を裁判所が下すための資

料として、精神科医の報告書を提出する。
17
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　一方で、地方自治体は、子どもの処遇

プランを裁判所に提出し、子どもの将来

を地方自治体がどう見ているか、現有資

源の中でどのような処遇をしていくのか

を明らかにする必要がある。このように、

地方自治体は、遅延なく、各方面から集

まる確実な情報に基づいて、裁判所が判

断できる状況づくりをすることになる。

一方で、地方自治体とは完全に独立した

ソーシャルワーカーによる、子どもの興

味やニーズといった全く別の視点からの

報告も並行的に提出される。

（4）地方自治体による育成（Looked　After）

　裁判所に持ち込まれるケースの中でも

深刻なものに対して、ケア命令が出され、

親元から離して、里親や児童ホームなど

で保護されることになる。もちろん、ケ

ア命令が出されたからといって、親の親

責任がなくなることはない。ケァ命令は、

親責任を地方自治体にも共同行使させる

命令、つまり、地方自治体にも子どもの

養育権を与える命令であり、ケア命令に

よって実質的に地方自治体が親責任を行

使することになる。その後で具体的に子

どもをどこでケアするかは、地方自治体

が決定することになる。ケア命令により

里親や児童ホームに入所する理由は、親

の虐待によるものが多く、その内訳は、

身体的虐待、性的虐待、心理的虐待の順

になっている。

裁判所は、ケア命令を出さない場合、通

常はスーパーヴィジョン命令を出す。子

どもは親元に帰され、地方自治体のソー

シャルワーカーや医師、心理職などの専

門的助言、援助を受ける。その期間は、

通常は12カ月間であるが、必要があれば、

2年間の延長が可能であり、最長3年間

ということになる。スーパーヴィジョン

によって、ある程度の家族の形態ができ

あがるため、スーパーヴィジョン命令を

受けた家庭の予後は良好である。

　ケア命令が出るケースは、子どもが家

庭で深刻な危険にさらされている場合で

あるが、できる限り親元での生活を優先

することや、最終的には親元に帰すこと

について常に考慮することが求められて

いる。親との接触の奨励は、長期的な施

設入所の後でも多くの子どもが親元に帰

っているという調査報告がなされ、施設

にいても親や親族との接触を継続するの

が望ましいとの考え方によっている。そ

のため、子どもが親元を離れて育成され

ていても、子どもにマイナスにならない

範囲で、子どもと親との接触を保つよう

にすることが地方自治体に課せられてい

る（第34条）。施設入所中に親や親族と接

触させることにより、家庭に戻すか、里

親や養子縁組先を探すか、長期ホームへ

入所させるかの検討が可能になる。

　さらに、施設に入所している子どもの

場合、ケア命令自体は18歳で終了するが、

児童法により21歳までは地方自治体が子

どもに対する援助、助言、友人活動を行

う責任がある。

⑤処遇プランの作成とそのレヴュー
　　（再審査）

先に説明したとおり、地方自治体は、調

査の上、子どもの家庭のリスクの大きさ

を評価し、それぞれの子どもの保護のた

めの処遇プラン（Child　Care　Plan）を作



成する義務がある。ソーシャルワーカー

は、処遇プランを、親、学校、医療関係

者、社会福祉部などの関係者と協力して

作成することになる，処遇プランは、そ

の子どもを、人的・物的資源、その他の社

会資源をどのように活用してケアしてい

くかを定めたもので、子どもの医療的ニ

ー ズ、その子どもが誰と接触を持つべき

かなどといったことを考慮し、その子ど

もに関わるすべての人の意見をもまとめ

たものである、、各地方自治体のガイドラ

インによって、ソーシャルワーカー一がど

の程度の頻度で子どもを訪問するか、ど

の程度の期間で処遇プランを見直してい

かなければならないかが定められている。

　地方自治体は、子どもの処遇プランを、

6カ月に1度はレヴューしなければなら

ない。レヴューの会議は、地方自治体か

ら独立した人が議長となり、親や子ども

自身も参加することができ、内容が本人

にとって適切なものであるかどうかを再

審査する。処遇プランが適切でないとい

う場合には、親や子どもは、不服や主張を

申し立てることができ、地方自治体は不

服や主張の内容を調査しなければならな

い、それでも不服や主張が解消しない場

合には、最終的には独立した委員会が不

服や主張の妥当性を審理することになる。

4．施設の登録と監査

　児童法により、地方自治体には、児童

ホームやデイケア施設等を登録し、一定

の基準を満たすよう定期的な監査を行う

ことが義務づけられている。児童ホーム

の建物、スタッフ、家具、機材、内装等

のほか、処遇内容についても入所してい

る児童などから意見を聴取するなどの方

法で監査が行われる。デイケア施設、チ

ャイルドマインダー’k、保育所、プレイ

グループ、託児所などあらゆる種類のサ

ー ビス提供組織を登録・監査することに

なる。

具体的な監査頻度や監査方法、監査内容

は、各地方自治体が定めることになって

いるが、全国的にそれほど大きな差はな

い。監査を拒否することは、刑罰の対象

となり、地方自治体の監査部門は、いつ

でも監査できる強い権限を有している。

この登録・監査制度が、サービスを受け

ている子どもの保護として機能している。

　　　　　　　　　　　（木村、上薗）

プライオリーセンターでパーンス’リー市の福祉全般についての講義。

（注）親の便宜を図るシステムで、一個人が一日の中数時間又は短い期間（1日～2日い子どもを自宅に預かり世話をする．　19
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0児童虐待防止噸

　イギリスでは、児童虐待を予防し、ま

た、その再発を防止するための種々の施

策を行っている。以下に、その概要を紹

介する。

1．．虐繍止施策を支えるもの　＿

〔1）1989年児童法

　児童虐待防止の施策においても、やは

りこの法律が根本的な拠り所となってい

る。そこでは、子どもの養育における親

の責任が明記され、親と地方自治体との

パートナーシップの必要性が強調されて

いる。その上で、親の責任も果たさずに、

児童虐待防止の観点からもリスクのある

ような家庭・児童に対しては、地方自治

体が、法的に介入、調査をし、リスクの

あるその家庭の子どもを地方自治体が登

録し、見守っていこうとする児童虐待防

止のための登録制度が定められている。

バーンズリー市児童虐待防止サービス部、部長のシエラ・ロックさん。

｛2）　「Working　Together」

　これは、政府から発行されているガイ

ダンス（案内書）の一つで、児童虐待防

止の施策においても、その拠り所となる

大変に重要な指針を示している。

　そこでは、直接的な当事者のみならず、

保健、医療、教育、心理、警察、福祉、

等々の関連しうるあらゆる専門機関の人

たちが、一体となって、児童虐待に対処

していくための方策が示されている。

（3）地方自治体ごとの児童保護のマニュアル

　さらには、例えば、バーンズリー市の

「児童虐待防止の手引きと指針」のように、

それぞれの地方自治体ごとに、児童虐待

防止のためのマニュアルも作成されてお

り、それが、この施策における最も直接

的な拠り所となっている。

2．虐待（Abuse）の分類　：〔

　虐待（Abuse）を、より明確に把握する

ために、「Working　Together　1991」では、

以下の4つに分類している。

｛11ネグレクト（Neglect）

　これは、子どもの健康や発達を大きく

阻害するような保護の怠慢・拒否や、子

どもの放置を意味している。

〔2｝身体的虐待（Physical　Abuse）

　これは、身体に対して故意に加えられ

る危害や傷害を意味している。

｛3）性的虐待（Sexual　Abuse）

　これは、子どもに対する養育者の一方

的・恣意的な性的干渉行為や、社会的な

タブーとなっている近親相姦などを意味

している。

（4）心理的虐待（Emotional　Abuse｝

　これは、子どもの心理的発達を大きく

阻害するような、極端かつ深刻な心理的

外傷をもたらす行為として捉えられてい



る。これは、養育者の子どもに対する、

何らかの継続的かつ深刻な心理的に問題

のある（時に、病的な）扱いを意味して

いる。

　以上、虐待の4つの分類を見てきたが、

これは、あくまでも便宜上の分類であっ

て、実際は、より複合的なものとなって

いることが多く見受けられる。

　たとえば、バーンズリー市の虐待に関

する統計資料を見てみると、「虐待」とい

うものを、上記の4つの分類を基にしな

がら、さらに細分化して、全部で10に分

類している。

バーンズリー児童虐待防止サービス部。

鷲麟鱗翼藤当⑰ぞ珊○
　虐待への対応について、その簡単な流

れを、以下に示す。

①虐待の疑いのあるケースの発覚（通報

　等による）

②ソーシャルワーカーによるその家庭の

　調査、他の諸機関との接触・協議・協働

③児童虐待防止（ケース）会議開催の必

　要性の確定

④（ケース会議が必要であれば）全ての

　関連機関・職員との調整

⑤当事者であるその親子とすべての関連

諸機関の職員が一堂に会しての児童虐待

防止のケース会議の開催（それにより、

新たに登録をするかどうか、あるいは、

登録を抹消するかどうかを決定）

⑥その他、子どもの最善の利益を考慮し

　て、いくつかの勧告を行う。

4．藤離薩のた砺薩ガ毎
　、議」と「登録」にっいて　　　　　膓

　虐待防止のための「ケース会議（Case

Conference）」には、子どもの両親も、ま

た、場合によっては、子ども本人も出席

することができ、その他には関連諸分野

の専門家（例えば、分野の異なる第三者

的なソーシャルワーカー、警察官、医者

や看護婦、教師、臨床心理士など）が、

出席する。

　そして、この会議において決定できる

ことは、まさに児童虐待防止のための

「登録」に関しての決定である。つまり、

①その子どもを新たに児童虐待防止の登

録簿に載せるかどうかということと、

②すでに登録済みの子どもの登録を抹消

するかどうかということを、決定する。

　ただし、この会議においては、それだ

けではなく、児童の虐待防止にとって最

善の策と考えられる勧告（Recommend－

ations）についても、出席者の合意のもと、

いかなるものであっても出すことが認め

られている。

　ちなみに、登録の対象となった児童に

ついては、その年度ごとに、その児童の

虐待防止プラン（Child　Protection　Plan）

が、立案されねばならないことになって

いる。しかし、逆説的ではあるが、その
21
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児童虐待防止（ケース）会議に至る諸段階／虐待ケース介
入への勧告　　出典NCIPCA　ugg7）Childh。。d　Matters．　Stati。nery　Offlce

被虐待児童／その他懸念を抱かせるケース

調査及び虐待登録簿のチェック／他の諸機関との接触・協議・協働

児童虐待防止（ケース）会議開催の必要性の確定

全ての関連専門機関・職員との調整

議長
　　　　記録係

児童虐待防止

（ケース）会議

訴訟後見人GAL
｛選任されている場合）

これ以上アクションを起こさず

ソーシャルワーカーの関わり

支援サービス提供／モニター

休息ケア

児竜法37条による裁判所差し戻し

｛なぜケア命令発給手続きを行わ

ないのかという理由を説明するた
めに｝

勧

　　特殊専門家（NSPCC等｝

親とその支援者
（法的代理人・その他）

児蛍虐待防止ケース会議は以

下のようなことのみ決定でき

　　　　　　虐待防止登録を行う

緊急保護命令／48条＊権限の申請

　　児童アセスメント命令の申請

仮ケア命令／スーパーヴィジョン

命令手続き

上記のうちいずれかのアクションを選ぶか決定 ＊緊急保護命令を要する

児童の発見支援の権限



プランの最終的なねらいは、そうしたプ

ランの立案の必要性がなくなっていくこ

とにある。 　イングランドにおける児童虐待防止の

ための登録数に関する、1989年～1996年

までの統計資料を、以下に示す。

　　児童虐侍防止1ケース1会議にEる諸段階　虐待ケース介
　　入への勧告　　」順sc｜IN’A．1蜥CE、・」dh－xi　S［・r【vrs　S．　Llttancp．・∩rふ・

　　　　　被虐待児産　その他懸念を抱かせるケース

ー．．　．一　　　↓　　　　1－：一
　週±璽び虐趣9塾σ）チニ．／vクー聾の1版「馳の接触・協康・協働

　　　　一　　　　1　．．．　一
　　　　燈疏防止［・・fl・一ス）会扉開催の必雛の確定

　　　　一．一一．．－　1　　．　　．．
　　　　　　　全ての関連専門機関・鞍員との1凋整

　　　　　　　　　　　議長
　　　　　　　　　　　　　　　記録係
　　　　　　”i’tifl看護婦　　　　　　　　　　　　ソ＿シヤt，つ＿ク．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一一ムIl一γ一　　　　看護顧問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ノーシャルワーn治体法務部代表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カー（key　Wr）
　臨床心理｝：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当教師　授長

　　　．人1　　イングランドにおける児童保護登録人数

羅新規
巳抹消
口登録

㎜

㎜
㎜
．
。
1989　　1的0　　1991　　1的2　　1褒93　　、994　　、995　　1996　（年）

（岡本）

パーンズリー児童虐待防止サービス部を後にする団員。
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口蹴野醐サービス

　イギリス全体で公的に世話を受けてい

る子ども6万人のうち、4万人が里親のも

とで生活している。その数は20年前と比

べると、2倍に増えている。近年イギリス

では、親から離される子どもをケアする

には、里親委託が最善の策と考えられて

いるからである。この里親委託は、親の

同意を得て、暫定的に預かるシステムで、

家族という形態と、親の権利を残すこと

を目的としている。そして、ソーシャルワ

ー カーは、里親先と親との密接なパート

ナーシップをつなぐ役割を果たしている。

　里親になるには、地方自治体によって

認められ、さらに難しい子どもに対応で

きるように、様々な研修を受けなければ

ならない。最近は、ネグレクトや性的虐

待を受けていたり、年齢の高い子どもが

増えており、質の高い里親が要求されて

きている。また、実の家庭が崩壊しない

ように、家庭とその子どもをつなぐよう

な、補佐的な役割を課せられている。ソ

ー シャルワーカーは、警察や医師などの

協力を得て、その里親先が問題を抱えて

いる子どもを受け入れられるか、子ども

のニーズを充分に満たすことができるか、

親と接触しなければいけないことがわか

っているかなど、親と一緒に、その里親

の能力をみていくのである。そうして子

どもが受け入れられると、児童法に定め

られているように、ソーシャルワーカー

が訪問したり、健康状態やケアプランも

考えていくことになる。

　バーンズリー市において、正996年は166

名の子どもが121家族に委託されている。

成人するまで長期にわたって世話をする

家族もあれば、同じ子どもを短期に何度

も預かる場合もある。特に障害を抱えた

子どもは、親が少し休むために短期で預

ける場合が多い。今までの里親はボラン

ティアとして活動していたが、最近は難

しい問題を抱えた青少年が増えたため、

バーンズリー市では費用を負担して受け

入れてもらえる里親先を増やしている。

これは、バーンズリー市だけではなく、

全国的にも注目される分野になっている。

子どもにとって最善の生活環境を提供す

るためには、最善のサポートをしていく

ことが大切なのである。

2逗養襯につい老饗…∵三一

　養子縁組が法的に認められたのは1926

年で、当時は子どもと親のマッチングは

行われず、子どもができない夫婦のニー

ズが優先で、子どものニーズは二次的で

あった。1990年代になると、その子ども

にとってどういう親が必要かを考え、子

どもを養子に出す親と、養子縁組をした

親とが、自由にパートナーシップを組む

ことができるようになった。子どもを産

んでも育てられない親が、どの親に養子

縁組をさせるかといった選択権を持ち、

また養子縁組した後も、その子どもに自

由に会いに行くことができる。会いに行

くことができない親には手紙や写真を送

るサービスもある。

　養子縁組のできる子どもの年齢は18歳



未満で、養子縁組の親は、多くが子ども

のできない人で医者から紹介されてくる。

養子縁組の親として認めるには里親を探

すのと同じような審査が行われる。犯罪

行為を犯していないか、また、健康面に

問題がないかはとても重要で、太り過ぎ

や喫煙などについても、子どもとマッチ

ングしていくのに大切なポイントになる。

ソーシャルワーカーは、実際にその家を

訪ねてかなり長い間調査していく。その

中でさらに大事な点は、養子縁組先の母

親が子どもを産めないことでの偏った意

識を完全に無くして、全く知らない他人

の子どもを育てることできるかどうかと

いうことである。さらに、その子どもの

情緒的なニーズを、受け入れるだけの気

持ちのゆとりがあるかどうかをみなくて

はならないcそして事前に必ず研修を受

け、性的な虐待を受けた子どもや、親の

背景がわからない場合は、HIVやエイズ

についての勉強もしなくてはならない，

こうしてマッチングを通してその子ども

のニーズと養親の質を合わせていくこと

になる。しかし年齢の高い子どもや、特

にニーズの必要な子どもの受け入れ先は

少なく、そういった難しい年頃の子ども

が増えてきているのが現状である。

　その他に、養子縁組された子どもが成

人した後に、当時の影響で傷ついた心を

癒すためのカウンセリングも行われてい

る。また当時の養子縁組の状況を、本人

が望めば教えなければならないと法的に

決まっており、自分がどこで生まれ、誰

が本当の親なのかを知ることができるよ

うになっている。

ホイランド・タウン・ホールで養子と里親の話を聞く，

（福西、谷口）

哩青少年司法1こついて

199攣箏獺事裁判及び公的秩序法（Crl而而計

」品t懲…：舗P醐悟㎞A醗伯94）の概要

　イギリスの青少年司法は、「1994年刑事

裁判及び公的秩序法（Criminal　Justice

and　Public　Order　Act　1994）」に規定され

ており、対象年齢は18歳未満とされてい

る。刑事司法に関する法律においては、

1oueから13歳までを子ども（Child）、14歳

から17歳までを青少年（Young　Persons）

と捉えている。10歳未満では刑事責任が

ないものとされており、10歳から14歳の
25



26

子どもが犯した犯罪については、子ども

が自らの犯罪の意味が分かっていたこと

（刑法上の犯行遂行の意思）を検察側が立

証しなければならないことになっている。

　1994年刑事裁判及び公的秩序法は、

「1991年刑事裁判法（Criminal　Justice

Act　1991）」でかなり前向きな改正を行っ

た後、さらにスタンスを変化させた内容

になっている。1991年刑事裁判法は，本

人の犯した犯罪の重大性を反映した量刑

とするという応報的考え方が強調されて

いる。これは、軽犯罪を犯す累犯者に単

に罪数によって拘禁刑を科すことに対す

る疑問の声があることが影響している。

次に、同じ「暴力」であっても、身体暴

力と対物暴力を明確に区別している。ま

た、成人の刑務所収容者を減少させるこ

と、青少年の軽犯罪者をなるべく刑務所

に入れないようにする新しい流れがある

ことを受けて、コミュニティーに対する

社会奉仕命令や単位罰金制などの社会内

処遇の多様化を図り、それらの社会内処

遇が刑務所への収容と同様に罰であるこ

とを再定義している。さらに、青少年に

対しては、年齢や発達の段階を考慮して

決定を下すこととされている。そして、

初めて人種や性別による裁判上の差別の

存在を認めて改善するなど、前向きな考

え方を導入した法律であった。その後、

同一の犯罪であっても経済力により罰金

額が異なってくる単位罰金制については、

一般大衆や治安裁判所判事らの反対意見

により、廃止された。

　この法律が施行された後、保守党内の

考え方が変化したことや、児童による幼

児殺害事件等の重大犯罪が発生し、マス

コミが大々的に報道した結果、当該児童

の劣悪な生活環境や虐待を受けていた事

実などには目が向かず、単に「幼い犯罪

者」との認識が広がってしまったことな

どが影響し、1994年刑事裁判及び公的秩

序法が制定されることになった。

　1994年刑事裁判及び公的秩序法におい

ては、裁判所の機能が強化されたこと、

セキュアートレーニングセンター（Secure

Training　Centre）という12歳から14歳の

子どもを入所させる警備員付き訓練セン

ター（警備会社が現在建設中だが、地方

自治体及びNCHやバーナードなどの民

間団体が使いたがらないため、まだ全国

に1カ所しかない）を導入したこと、警

察の力が強化されたことなどの点が改め

られている。

　この1994年刑事裁判及び公的秩序法をさ

らに改正する法案が、1997年秋頃に提出

される予定であるが、青少年犯罪に対す

る厳しい態度には大きな変化はないとの

ことであった。

以上のように、イギリスの青少年司法は、

応報的な量刑判断を強調している。しか

し、犯罪の重大性のみをもって青少年に

対する処遇を判断しているわけではない。

福祉的視点が強調されていた1933年児童

少年法（Children　and　Young　Persons

Act　1933）の時代からの「子どもの生活

環境や置かれている状況を鑑みて判決を

下さなくてはならない。」とする考え方は

現在もなお残っている。また、青少年裁

判所は、ソーシャルワーカーまたはプロ

ベーションオフィサーが子どもの犯罪の



原因や生活環境を探って報告する「判決

前報告書（Pre－sentence　Report）」を参

考にして決定することになっているとの

ことであり、青少年に対しては、犯罪の

背景にある問題をも考慮していると言え

よう。

さらに、イギリスでは我が国のように非

行を犯した児童をすべて家庭裁判所に送

致する（全件送致主義）という考え方を

採っていない。非行の初期段階にある子

どもに対しては、初犯の軽犯罪であれば、

警察による助言指導をもって終了したり、

犯罪の内容にもよるが、ソーシャルワー

カーが警察と相談して、更正プログラム

イギリスあれこれ★その1

　イギリスはUnited　KingdomというカS

ブリテン島と北アイルランドの一部を入

れてイギリス全土となる。イギリス全土

を網羅する法律はない。イングランドと

ウエールズは同一法律であるが、スコッ

トランド、北アイルランドは独自の法律

を持っている。この報告書で「イギリス」

という場合、特に断りのない限りイング

ランド及びウェールズのことを指す。

を作って、監督命令により対応したり、

さらには、ケア命令によって児童ホーム

に入所させたりする場合もありうるとの

ことである。つまり、軽度な非行等で、

警察や児童福祉の段階で対応するものも

中にはあるということと思われる。一方、

起訴されて青少年司法により裁かれる場

合には、施設収容処分命令が出て身柄を

拘束されたり、児童ホームの中の施錠さ

れる別ユニットに収容される命令が出た

り、更正と教育を行う施設に収容された

りすることもあるという。ヨーロッパ全

体の流れとしては、裁判所で罰を与える

べきとの考え方が強いとのことであった。

　　　　　　　　　　　　　　　（木村）

イギリス全図（イギリスの正式国名は

United　Kingdem　et　Great　Britain
and　Northefn　lr●land：グレートブリテ

ン及び北部アイルランド連合王国）

〆

Uni十ed　Kingdo■

，ζ
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Vi　≡　バーンズリー市の児童福祉

　　　パーンズリー市の

　　　児童福祉行政

・1．児童福祉行政を支える基本的考え1

　地方自治体における児童福祉サービス

は、「児童法」と「国民保健サービス及び

コミュニティーケア法」という二つの法

律に基づいて提供されている。とりわけ、

前者の「児童法」は、児童・家庭福祉の

目指すべき指針と、それを実現するため

の方策を明確に規定している。特に、地

方自治体に対しては、児童福祉サービス

においての基本的な考え方と、それに立

脚した地方自治体のサービス提供上の義

務内容の規定をしっかりと盛り込んでい
る．：

　しかし、ここで留意すべきは、「児童法」

で規定されている地方自治体の持つ義務

的事項とは、あくまでも、その枠組みが

示されているだけに過ぎず、その中身に

ついては、各地方自治体の裁量に任され

ているということである。したがって現

実には、地方自治体で展開される児童福

祉行政の内容は、それぞれの地方自治体

ごとに、千差万別の様相を呈している。

　バーンズリー市においても、市が独自

に「児童のサービスプラン（Children’s

Service　Plan）」を作成して、それに沿って

児童福祉の行政を推し進めている。

バーンズリー市の児童福祉行政について、市のスタッフによる
説明、

2．児童福被行政の内容　　一

川　児童福祉サービスの主な内容

　次に、バーンズリー市における児童福

祉サービスの内容について、その主だっ

たものを以下に整理して示す。

①「児童のサービスプラン」の作成

　　3年に1回作成、1年ごとに見直し

②児童虐待防止サービス

　　家庭状況の査察、緊急時の裁判所へ

　　の通知

　　児童虐待防止のための登録、その他、

　　諸々の勧告

　　登録児童各人の養育プランの作成

③公的に育成される児童に対するサービ

　ス

　　里親への委託、養子縁組の斡旋（そ

　　れが無理な場合は、入所施設へ措置）

　　公的に育成された児童の養育プラン

　　の作成

④社会資源（Resources｝の整備と提供

　　保育所、子どもの遊び場、チャイル

　　ドマインダー



　　ファミリーセンター（教育やカウン

　　セリングなどによる家庭支援）

　　入所型施設

⑤サービス提供者（機関）に対する監査

　指導業務

　　サービス機関への認可、登録業務

　　登録された機関に対する監査業務

　　年に最低2回（そのうち1回は、抜

　　き打ちで実施）

⑥精神衛生サービス（バーンズリー市総

　合病院を中心に）

（2）児童のサービスプランについて

　バーンズリー市の児童福祉行政におい

て最も重要視されていることは、児童の

ニーズを漏らさずに拾い上げていくとい

うこと、そして、市の限られた予算の中

で、その膨大なニーズを特に行政の対応

が求められるニーズに絞り込んでいくこ

とである。

　そこで、バーンズリー市では、「児童の

サービスプラン」を作成し、その中で

「要保護児童（Children　in　need）」という

項目を設けて、その対象となる児童を明

確に示している。

　では、以下に、「児童のサービスプラン」

の中で特に行政対応が求められる要保護

児童を、列挙してみる。

①家庭支援の必要な子ども

②8歳未満の子ども

③障害をもっている子ども

④心の健康を害している子ども

⑤長期療養中の子ども

⑥死に至る病に冒された子ども

⑦薬物やアルコールを乱用している子ども

⑧（虐待防止のために）保護の必要な子ども

⑨公的に育成されている子ども

⑩養子縁組の必要な子ども

⑪社会的自立の援助をうけている子ども

⑫触法行為をした子ども

⑬ホームレスの子ども

⑭家出をしている子ども

⑮養護や看護や介護などをしている子ども

　以上、「児童のサービスプラン」に盛ら

れた要保護児童をすべてあげてみたが、

結局、バーンズリー市の児童福祉行政に

おける狙いは、まさに上記児童に対して

の援助サービスの提供にあるということ

ができる。
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